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那那覇覇空空港港のの調調査査段段階階ににおおけけるるパパブブリリッックク・・イインンボボルルブブメメンントト（（以以下下ＰＰＩＩ））ととはは  

 

 

 

 

 

 

ＰＩは一般的には、「政策決定や公共事業の計画策定に

おいて、国民や地元住民が意見を表明できる場を設け、

その意見を計画に反映させていくこと」とされています。 

 

 

 

 

 

パパブブリリッックク・・イインンボボルルブブメメンントト実実施施のの背背景景  

 

■交通政策審議会答申 ■一般空港の整備計画に関するパブリック 

インボルブメント・ガイドライン（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【那覇空港整備の流れと本書の主旨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那覇空港の総合的な調査の段階において、国と沖縄県が連携し、県民等に情報を提

供した上で、広く意見を把握し、調査検討過程における県民等の参画を促すことです。

調査段階 

 

 
構想段階

 
施設計画
段階 

 
設計段階

 
工事段階 

 
供用段階

一般空港の整備計画に関するパブリック・インボルブメント・ガイドライン（案）

（構想・施設計画段階における住民参加のための手続き等）による PI の適用範囲

那覇空港整備の流れ 

事業の評価及び採択 事業再評価

 

事前調査 

段階 

交通政策審議会航空分科会答申 

本書は、「那覇空港の総合的な調査」に係る情報提供及び意見収集のあり方（案）を示したものです。

那覇空港の 

総合的な調査 

那覇空港は「主要地域拠点空港」に位置付けら

れ、「将来的に需要が逼迫することが予想される

ことから、既存ストックの有効活用方策や滑走

路増設を含む抜本的な空港能力向上方策等につ

いて、幅広い合意形成を図りつつ、国と地域が

連携し、『総合的な調査』を進める必要がある。」

とされています。 

（平成 14 年 12 月） 

一般空港の滑走路新設・延長事業の構想や施設

計画段階において、空港整備主体が住民、空港

利用者等の PI 対象者に情報を公開した上で、広

く意見を把握し、PI 対象者の参画を促す PI の目

安として作成されたものです。 

（平成１５年４月） 
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どんな事柄についてＰＩを実施するのですか？ 
 

那那覇覇空空港港ををよよりり良良いいももののととすするるたためめにに、、国国とと沖沖縄縄県県がが連連携携ししてて行行うう「「那那覇覇空空港港のの総総合合的的なな

調調査査」」ににつついいてて、、ＰＰＩＩをを実実施施ししまますす。。  

 

那覇空港の総合的な調査は、以下に示すように「既存ストックの

有効活用方策」と「抜本的な空港能力向上方策」の両面から検討を

進め、空港能力の向上度合いを見極めた上で滑走路増設等の抜本的

な能力向上方策を多角的な観点から検討することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI のステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抜本的な空港能力向上方策の検討  既存ストックの有効活用方策の検討

旧ターミナル地区を含めたターミナ
ル地区全体の整備のあり方の検討 

（国・県） 

空港能力の考え方の整理
（望ましいサービスレベルの

検討等）  （国・県） 

・航空機材の大型化
・利用時間の少ない時間帯の活用 
・高速脱出誘導路増設等による空港

能力の向上 
等         （国・県） 

空港能力の見極め
（国） 

航空利用特性の分析と将来需要
予測の検討 

（国・県） 

地域における空港の役割と効果、
住民意識等の把握 

（県） 

ステップ 1 

ステップ１  
（基本方針） 

ステップ２  
（対応策） 

ステップ２

那覇空港の総合的な調査のフロー及びＰＩのステップ 

滑走路増設等の方策について、必要とな
る時期の検討及び施設配置、空港能力、
空域、環境、費用対効果等の観点からの
実現可能性の検討     （国・県）

ステップ３  
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誰が誰に対してＰＩを実施するのですか？ 
 

那那覇覇空空港港調調査査連連絡絡調調整整会会議議がが、、県県民民等等やや那那覇覇空空港港にに関関係係すするる様様々々なな方方にに対対ししてて情情報報をを提提供供

しし、、皆皆様様のの意意見見をを収収集集ししまますす。。  

 

【ＰＩの目的】 
 

総合的な調査において、県民等へ情報提供と意見収集を積極的に行うことにより、情報の共有化を図り、

調査段階における透明性を確保し調査の質的向上を目指すものです。 

 

 

【ＰＩの実施スキーム】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】 
 
ＰＩ実施主体 ････････ 国土交通省大阪航空局、内閣府沖縄総合事務局、沖縄県で組織する那覇空港調査 

           連絡調整会議がＰＩを実施します。 

 

ＰＩ対象者 ･･････････ 沖縄県民、旅客、荷主・航空会社・フォワーダー・ビル会社等空港関係事業者、 

           観光関係者（旅行代理店、ホテル等）、各種団体（地元協議会等）、その他那覇空 

           港に関心を有する方々がＰＩ対象者となって、意見や要望を表明します。 

 

調査実施機関 ････････ 国土交通省大阪航空局、内閣府沖縄総合事務局、沖縄県がそれぞれの役割に応じ 

           て分担し、那覇空港の総合的な調査を実施します。那覇空港調査連絡調整会議が 

           ＰＩ実施主体として調査結果を整理し、調査結果等について情報提供と意見収集 

           を実施します。 

 

アドバイザリーチーム ････ ＰＩ開始後の情報提供や意見収集が適切になされているか等ＰＩ全般について、 

           客観的な立場から助言する組織であり、ＰＩ実施主体により設置されます。 

 

情報公開 ････････････ ＰＩ実施主体がＰＩ対象者に対し、情報を公開することです。 

 

情報提供 ････････････ 情報公開の一環で、意見収集を前提として、ＰＩ対象者に対し積極的に情報を提 

           供することです。 

 

意見収集 ････････････ ＰＩ実施主体が、ＰＩ対象者の意見や要望を求めることです。 

PI 実施状況の評価、助言等 

調査実施機関 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＩ実施主体 
 

（那覇空港調査連絡調整会議）
 

※事務局は沖縄県 

 

ＰＩ対象者

情報公開 

情報提供 

意見収集 

アドバイザリーチーム 
（第三者機関） 

委嘱 

調査結果報告 

フィードバック 

国土交通省 

大阪航空局 

内閣府 

沖縄総合事務局 

 

沖縄県 
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ＰＩの基本方針は何ですか？ 
 

那那覇覇空空港港調調査査連連絡絡調調整整会会議議でではは、、５５つつのの基基本本方方針針にに基基づづきき、、ＰＰＩＩをを実実施施ししまますす。。  

 

【ＰＩ実施の基本方針】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＩ実施イメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 情報公開を原則とする 
総合的な調査に係る情報は公開を原則とします。 

ただし、個人情報に係るものなどを除きます。 

２ 積極的に広く情報提供を行う 
PI実施主体としてPI対象者にアピールしたい情報に

ついては分かりやすく積極的に情報を提供します。

３ 積極的に広くニーズや意見を把握する 
提供した情報について意見を収集する際、情報の性

格に応じ最適な方法を選択し意見を収集します。 

４ ＰＩプロセスを適切に構築する 
情報公開や情報提供ならびに意見収集を効果的に実

施するためには、どのタイミングでどのような情報

のやりとりを行うかといったＰＩプロセスを適切に

構築します。 

５ アドバイザリーチームによりＰＩの評価、助言を行う 
十分な情報の提供や意見収集がなされているか等に

ついて評価や助言を第三者機関が行うことにより、

ＰＩの透明性を確保します。 

意見募集 

アドバイザリーチームＰＩ実施主体 ＰＩ対象者 

情報公開 

情報提供 
情報収集 

情報の共有化 

意見表明 意見収集 

評価・助言
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ＰＩ実施の手順はどうなっているのですか？ 
 

平平成成 1166 年年度度にに、、PPII のの必必要要性性とと PPII ののププロロセセスス等等（（本本書書））ににつついいててＰＰＩＩをを実実施施しし、、平平成成 1177

年年度度以以降降、、調調査査内内容容ににつついいてて各各スステテッッププ毎毎にに PPII をを実実施施すするる予予定定でですす。。  

【ＰＩの全体計画（案）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各 PI プロセスにおける PI 手法の例示】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＰＩステップの目標 

ＰＩ手法

実施年度 

 
ＰＩ手法 
の例示 

検討 
ステップ

（ステップ毎に 
情報提供） 

     
【ステップ１】 【ステップ 2】 【ステップ 3】

公開内容 調査報告書 ・ 総合的な調査に伴う委員会資料等

ホームページ メディア パンフレット 

平成１６年度 平成１７年度以降 

ＰＩ手法の例示 

（常時情報公開） 

ホームページ 
メディア

パブリック
コメント 

アンケート シンポ 
ジウム

オープン
ハウス

市民
協議会

説明会

ホームページ 
メディア

パブリック
コメント 

オープン 
ハウス 説明会

ホームページ 
メディア

パブリック 
コメント 

オープン 
ハウス 

ホームページ 
メディア 

パブリック
コメント 

アンケート シンポ 
ジウム

オープン 
ハウス 

市民
協議会

説明会

ワーク
ショップ

那覇空港の総合的な調査のフロー及びＰＩのステップ 

  

ＰＩ 

・検討すべき複数の対応策の情報の共有 

評価・助言

アドバイザリー 

チーム 

・既存ストックの有効活用の対応策に 
ついての情報の共有 

・現空港能力の見極めの情報の共有 

・対応策の比較評価についての情報の共有 

県民等

・航空需要予測についての情報の共有 

【ステップ０】 

ステップ０ 

・総合的な調査の背景等の認知 
・ＰＩの必要性とＰＩプロセスの認識の共有

・既存ストックの有効活用の基本方針に

ついての情報の共有 

・地域における空港の役割と効果等の情報

の共有 
・空港能力の考え方の情報の共有 

 

抜本的な空港能力向上方策の検討 既存ストックの有効活用方策の検討 

旧ターミナル地区を含めたターミナル

地区全体の整備のあり方の検討（国・県） 

空港能力の考え方の整理 
（望ましいサービスレベル

の検討等） （国・県） 

・航空機材の大型化 
・利用時間の少ない時間帯の活用

・高速脱出誘導路増設等による空

港能力の向上 
等       （国・県） 

空港能力の見極め  
（国）   

滑走路増設等の方策について、必要と

なる時期の検討及び施設配置、空港能

力、空域、環境、費用対効果等の観点

からの実現可能性の検討 （国・県）

航空利用特性の分析と将来需

要予測の検討 （国・県） 

地域における空港の役割と効

果、住民意識等の把握 （県）

ステップ 1 
ステップ１  

（基本方針） 

ステップ２  
（対応策） 

ステップ２  

ステップ３  

 PI の必要性と PI のプロセス等 【ステップ 0】

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 
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ＰＩはどのようにして実施されるのでしょうか？ 
 

那那覇覇空空港港のの総総合合的的なな調調査査ににおおいいててはは、、情情報報提提供供やや意意見見収収集集のの目目的的にに合合わわせせ、、以以下下ののよよううなな

手手法法をを用用いいててＰＰＩＩをを実実施施ししてていいくく予予定定でですす。。  

 

【主なＰＩ手法の例示】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック・コメント 総合的な調査の内容等について、広く県民等から意見や情報を提

出してもらう機会を設け、提出された意見等を反映して案を策定

したり意思決定を行ったりするものです。 

オープンハウス 総合的な調査に関する内容等について、空港や公共施設ロビー等、

県民が気軽に訪れることの出来る場所で一定期間パネル等を用い

て情報提供し、意見収集や意見交換を行う場です。 

アンケート 那覇空港施設や総合的な調査の内容等について、意見や意識等を

個別に調査する手法です。 

ワークショップ 総合的な調査の内容等について、行政機関と県民等が現地調査や

見学、作画・工作なども交えながら協働で提案や計画を作り上げ

るための場です。 

シンポジウム 総合的な調査の内容等について、関連の基調講演や数名のパネリ

ストとの対話を通じて県民等の理解を深めてもらう場です。 

市民協議会 総合的な調査の内容等に対し、広く意見や情報を提供してもらう

ために設置する、県民や専門家等により構成される会議です。 

説明会 総合的な調査の内容等について、実施主体関係者から地域住民等

に対し説明を行い理解や協力を得る場です。 

ホームページ インターネット上のホームページによる情報公開の方法です。イ

ンターネットの普及により、幅広いＰＩ対象者に対し、容易に、

かつ効率的に行うことができます。 

意見募集 

 

○○ 

アンケー

ト 
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本書についての意見や要望をどこへ、どのように伝えればよいのですか？ 
 

本本書書ににつついいててはは、、下下記記にに示示すすととおおりり、、意意見見募募集集をを行行っってておおりりまますす。。  

 

 

 

○募集対象  「那覇空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方（案）」（本書） 

○募集期間  平成１６年５月３１日～平成１６年６月３０日の１ヶ月間（郵送の場合、当日消印有効） 

○資料の公開と入手の方法 

 １．ホームページでの公開 

  ・大阪航空局  ：http://www.ocab.mlit.go.jp/top.htm 

  ・沖縄総合事務局：http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/ 
  ・沖縄県    ：http://www.pref.okinawa.jp/koutsuu/index.htm 

 

 ２．窓口等での配布 

・国土交通省大阪航空局飛行場部空港整備調整課（06-6949-6211） 

・内閣府沖縄総合事務局開発建設部港湾空港建設課（098-866-0031） 

・沖縄県総務部総務私学課行政情報センター（098-866-2139） 

  ・沖縄県行政情報センター北部分室（0980-54-0663） 

  ・宮古支庁行政情報コーナー（09807-2-2551） 

  ・八重山支庁行政情報コーナー（09808-2-3040） 

  ・沖縄県企画開発部交通政策室（098-866-2045） 

 

○ご意見の提出方法 

 意見提出様式（下記ホームページよりダウンロード可能。任意様式でも可）にお名前、ご住所、ご職

業、ご意見等をご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。なお、電話によるご意見の受付

は対応致しかねますので、あらかじめご了承ください。 

 １．電子メールの場合 

  宛先：沖縄県企画開発部交通政策室 

  アドレス：aa017027@pref.okinawa.jp 

 ２．ＦＡＸの場合 

  宛先：沖縄県企画開発部交通政策室 

  ＦＡＸ番号：098-866-2448 

 ３．郵送の場合 

  宛先：沖縄県企画開発部交通政策室 

  住所：〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

 

○注意事項 

 いただいたご意見の取扱については、とりまとめのうえ、｢成案作成｣の際に公表を予定しております。

そのため、いただいたご意見について、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等個人が特定でき

る内容を除いて公開されることをあらかじめご承知おきください。 

 なお、個別のご意見への回答は致しかねますのであらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

那覇空港調査連絡調整会議 事務局（ 沖縄県企画開発部交通政策室 ） 
〒900－8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 
ＴＥＬ ：098-866-2045             ＦＡＸ ：098-866-2448 
Ｅメール：aa017027@pref.okinawa.jp 
ＵＲＬ ：http://www.pref.okinawa.jp/koutsuu/index.htm 

発行 
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